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１．はじめに

　有名な観光地として知られる町を巡り

ながら、その裏にあるだろうさまざまな

人々の「観光との関わり」や我々の観光

消費によってもたらされる「便益の行方」

について想像することはあるのだろう

か。例えば、観光地として栄えている街

で観光客を相手に商いを営む「商店主」、

ともすれば観光の善意の被害者になって

いるかも知れない「住民」、観光という特

別な消費行動を通じて欲求を満たす「観

光客」、これらの間に存在する複雑な利害

関係のことである。つまり、観光客が増

えることによって、実際、地域社会には

どのような便益がもたらされ、どのよう

にそれぞれの関係者に配分されている

か、という疑点である。一見、このこと

を我々一般の観光客がそこまで考えるこ

とについては、愚問であると思われるか

も知れないが、今日観光における議論の

中心にもなっている「観光公害（オーバー

ツーリズム）」（１）や「持続的な観光」を理

解するうえでは、肝要な視点の一つにな

るといえる。

　近年、観光によるさまざまな弊害を是正

すべく、多くの取り組みがなされている。

また、観光の現状や今後の観光の在り方

についても学際的に広く議論されている。

とりわけ、観光客の集中などによって引き

起 こ さ れ る「オ ー バ ー ツ ー リ ズ ム

（Overtourism）」、観光による現在および

将来の経済、社会、環境への影響を直視

しネガティブな影響の最小化とポジティ

ブな影響の最大化の実現を目標とする「持

続可能な観光（Sustainable Tourism）」、

私たちの観光行動の在り方や観光を支え

る要素との関係を問う「責任ある観光

（Responsible Tourism）」などに関連する

問いである。

　しかしながら、これらについてさまざ

まな見地から概念的に捉える研究は数多

くなされているが、各々の主体の視点か

ら各論的にその程度や定義を論じようと

するアプローチはほとんどなされていな

い。その一例として、近年注目される

「オーバーツーリズム（Overtourism）」の

「Over（過剰）」の意味を一つとっても、

観光客・地域住民・商店主など、それぞ

れの立場で感じる程度には大きな差があ

ると考えられる。とりわけ、地域住民に

とっては、少ない観光客であっても自身

の生活空間が脅かされると感じる時点

で、それは「公害」であり「Over」であ

る。他方、商店主の場合は、多くの観光

客が押し寄せることに対する憂慮の程度

は、他のステークホルダーに比べるとさ

ほど高くないことが容易に想像できる。

このように、Overの定義をはじめ、観光

による弊害に関する観点の多くは、それ

ぞれの立場における「感覚的」、または

「心理的」なものにも依拠していることを

議論の前提にする必要はないだろうか。

　また同時に、このような観光公害の感

覚的な前提が、必ずしも既存の有名観光

地だけで起こっている問題ではないとい

うことを看過してはならない。かつての

「観光地」というものは、見物の対象とな

る風光明媚な自然景観、遺跡が立ち並ぶ

歴史的な街並み等が主な対象となってい

た。その意味では、ある特定の場所が新

たな観光地として生成され、人々に広く

知られ、やがて有名な観光地となり、そ
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れによって観光公害につながることはさ

ほど一般的ではなかったかも知れない。

しかしながら、今日では、観光地の従来

の概念や形態が変わりつつある。例えば、

人々の生活空間である何の変哲もなかっ

た場所が、ある日、突如として「観光名

所」と化す場合がある。街の風景や様子

が、ソーシャルメディア（SNS）などで

広がり、瞬く間に多くの人々から名所と

して「認知」され、街の観光地化が進む。

想像してみよう。街角には小さな古本屋

があり、街の入り口には理髪店や日よけ

を垂らした八百屋、その隣には鮮魚店が

軒を連ねる。都会の町外れの一角に、ど

こにでも在りそうな、私たちの見慣れた

日常の風景である。しかし、ある日を起

点に、街の様子が一変する。街の「面白

い所」を見つけた人々がSNSなどで情報

を広める。「名所」と化した街には「見物

客」が増え続け、彼らを目掛けて進出す

る「商人」によって、街の様子は変貌し

ていく。やがて、観光地となった街には、

ゴミや騒音が住民の生活を脅かす。最も

危惧すべき問題は、このような変化が、

しばしば私たちの「生活空間」で起きて

いることである。観光を「日常から非日

常へ」と表現するが、皮肉にも観光が「観

光」とは無縁であるはずの地域住民の日

常を脅かし「非日常」に追いやっている

（崔 2021）。

　本研究では、観光公害の諸問題を論述

するとともに、その議論に必要と考えら

れる観光における「責任」の所在を、い

くつかの事象をもとに各々のステークホ

ルダーの観点から論じている。この議論

を通じて、観光公害とは何かという全貌

を探るとともに、「持続可能な観光」や

「責任ある観光」など、今日観光に求めら

れている論点の実態の明示を試みた。

　そのために、まず第２章では、今日唱

えられている観光公害に関連するさまざ

まな論点を再整理する。近年、Sustainable 

Tourism、Responsible Tourism、Ethical 

Tourism など、多くの「…… Tourism」

が提唱されている。しかしながら、それ

らが観光や観光行動における関係性や具

体的な概念を示すこともなく、政治的な

理念として用いられるとの批判もある。

したがって本章では、観光の関連する論

点の整理を通じて、観光公害との関連性

や論拠を探る。また、その前段として、

観光開発と観光による便益の共有に関す

る構造的な問題について若干の理論的整

理をしている。本論文の冒頭にも触れて

いるが、観光の「便益（Benefit）」（２）が

地域社会にもたらされるための仕組み

や、このような考え方に基づく旅行業（３）

の社会性を問う議論は、持続可能な観光

においては極めて重要な命題であるにも

かかわらず、これまでのところ具体的な

議論は数少ない（崔 2022）。

　次に、第３章では観光の弊害の捉え方

について論ずる。観光公害は、観光に関

わるステークホルダーそれぞれの立場や

見方によって異なる解釈が行われると考

えられる。本章では、筆者が所属してい

る日本国際観光学会オーバーツーリズム

研究部会が、地域観光の持続化に関する

実態調査として川越市の関係者を対象に

行った調査結果の一部を参照として援用

している。

２．観光の概念および構造的な問題に関

する議論

　本章では、「開発（Development）」、「持続

（Sustainability）」、「責任（Responsibility）」

といった概念の観光における定義や議論

について若干の整理を行う。そのうえで、

これらの概念に関する議論の補足および

観光公害に関する視点提示の前段とし

て、観光の構造的な問題について、いく

つかの指摘をもとに論ずる。

2－1　観光の「開発」に関する議論

　「発展途上国の人々が自らの才能を生

かし、豊かで幸福に満ちた生活を着実に

向上し続けられるように手助けをするこ

と」。これは、英国政府の海外開発白書

（British Government White Paper on 

Overseas Development）に、「開発」が

目指す目標として示されているものであ

る（Schumacher 1973）。この定義は、今

日の観光開発や観光における「責任」の

意味を問ううえでも、思料の礎になる主

要な考え方の一つとして引用できよう。

　近年、観光産業の巨大化やグローバル

化が進む中、とりわけ発展途上国におい

ては、観光開発や運営の過程における利

益配分の不均衡が大きな議論を呼んでき

た。この問題については、Martin and Ian

（1998）が、観光産業の主導権の偏りによ

って、多くの発展途上国が観光の利益分

配の不平等や経済的な損失を強いられて

いる、と批判している。また、従来のマ

スツーリズムにおいては、大量生産・大

量消費を基とする観光開発が、地域文化

の荒廃を招いているため、既存の開発シ

ステムでは持続的な観光開発は不可能で

ある、と指摘する。

　社会活動家として知られる Helena 

Norberg-Hodge（1991）は、かつては開

発のスピードが緩慢であったため地域社

会がそれに適応できていた。しかしなが

ら、近年の開発はともすれば地域社会を

排除したまま猛烈な勢いで「開発」だけ

が先に進められるため、地域の人々が長

年保ち続けてきた「共生」（４）という社会

のルールが「心理的な側面」（５）でも大き

な影響を受け兼ねない、と外部による地

域開発の影響について憂慮を綴ってい

る。

　観光開発においても、しばしば地域社

会が開発の意思決定やそのプロセスから

排除されることが、大きな問題として取

り上げられる。地域社会の「排除」の問

題は、前述の街が観光地に変化していく

過程においても同様のことを指摘するこ

とができる。つまり、地域の住民が地域

観光の主体になっておらず、また便益の

受益者にもなりにくい構造的な矛盾が存

在する問題である。この構造的な問題に

ついては、後節で説明を加える。

2－2　観光の「持続」に関する概念

　「持 続 可 能 な 開 発（Sustainable 

Development）」は、国連環境計画（UNEP 

1980）に始まり、1992年ブラジルのリオ・

デ・ジャネイロで開催された「環境と開

発をテーマとする首脳会議（国連地球サ

ミット）」等において、中心的な考え方と

して論壇に取り上げられた。日本では、

1993年に制定された「環境基本法」にお

ける「循環型社会」の基礎的な考え方に

なるなど、今日の環境問題に関する世界

的な取り組みに至るまで、大きな影響を

与える理念として広がっている。

　この「持続可能な」という言葉は、社

会のあらゆる分野で用いられ、観光にお

いても「持続可能な観光（Sustainable 

Tourism）」という表現が、「望ましい良

き観光のゴール」の代名詞として謳われ

ている。1999年には、国連世界観光機関

（UNWTO）において「世界観光倫理憲

章」が採択され、誰もが参加できる観光

開発においてすべての利害関係者がそれ

ぞれの責任と同時に権利と義務を有する

ことが述べられ、責任ある持続的な観光

を実現するための規範とされた。また、

同機関はこの「Sustainable Tourism」の

意味を、「観光が、現在と未来の経済、社

会、環境に及ぼす影響を十分に考慮し、

観光客、観光産業、環境および地域社会

のニーズに答えること」としている。日

本では、この定義を踏襲したうえで、観

光または観光地が「住んでよし、訪れて

よし」の状態であることを目指す意味と

して用いている（観光庁）。いずれも、社

会、経済、環境の持続可能性を追求する

「観光」の在り方や理念としての方向性を

示すものとなっている。

2－3　観光の「責任」と「役割」に関す

る議論

　観光における「責任（Responsibility）」

という概念が本格的に使われ始めたのは

1998年頃からである。Goodwin（2009）

は、それまでは「Ethical」が使われてい

たが、「倫理」、「道徳」という言葉はどこ

か重たく、また実際何を行動に移すべき

かが不明瞭であることから、小さなこと

でも具体的に実行できるものにするため

に「責任」という表現を用いたと、説明

している（Lim & Leeが2009年に行った

Goodwin とのインタビュー内容より）。

●●●●●●●●●●
出典：●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●

03_B_第30号論文集_研究ノート.indd   104 2023/03/14   10:49:59



－105－－104－

日本国際観光学会論文集（第30号）March,2023

日の観光開発や観光における「責任」の

意味を問ううえでも、思料の礎になる主

要な考え方の一つとして引用できよう。

　近年、観光産業の巨大化やグローバル

化が進む中、とりわけ発展途上国におい

ては、観光開発や運営の過程における利

益配分の不均衡が大きな議論を呼んでき

た。この問題については、Martin and Ian

（1998）が、観光産業の主導権の偏りによ

って、多くの発展途上国が観光の利益分

配の不平等や経済的な損失を強いられて

いる、と批判している。また、従来のマ

スツーリズムにおいては、大量生産・大

量消費を基とする観光開発が、地域文化

の荒廃を招いているため、既存の開発シ

ステムでは持続的な観光開発は不可能で

ある、と指摘する。

　社会活動家として知られる Helena 

Norberg-Hodge（1991）は、かつては開

発のスピードが緩慢であったため地域社

会がそれに適応できていた。しかしなが

ら、近年の開発はともすれば地域社会を

排除したまま猛烈な勢いで「開発」だけ

が先に進められるため、地域の人々が長

年保ち続けてきた「共生」（４）という社会

のルールが「心理的な側面」（５）でも大き

な影響を受け兼ねない、と外部による地

域開発の影響について憂慮を綴ってい

る。

　観光開発においても、しばしば地域社

会が開発の意思決定やそのプロセスから

排除されることが、大きな問題として取

り上げられる。地域社会の「排除」の問

題は、前述の街が観光地に変化していく

過程においても同様のことを指摘するこ

とができる。つまり、地域の住民が地域

観光の主体になっておらず、また便益の

受益者にもなりにくい構造的な矛盾が存

在する問題である。この構造的な問題に

ついては、後節で説明を加える。

2－2　観光の「持続」に関する概念

　「持 続 可 能 な 開 発（Sustainable 

Development）」は、国連環境計画（UNEP 

1980）に始まり、1992年ブラジルのリオ・

デ・ジャネイロで開催された「環境と開

発をテーマとする首脳会議（国連地球サ

ミット）」等において、中心的な考え方と

して論壇に取り上げられた。日本では、

1993年に制定された「環境基本法」にお

ける「循環型社会」の基礎的な考え方に

なるなど、今日の環境問題に関する世界

的な取り組みに至るまで、大きな影響を

与える理念として広がっている。

　この「持続可能な」という言葉は、社

会のあらゆる分野で用いられ、観光にお

いても「持続可能な観光（Sustainable 

Tourism）」という表現が、「望ましい良

き観光のゴール」の代名詞として謳われ

ている。1999年には、国連世界観光機関

（UNWTO）において「世界観光倫理憲

章」が採択され、誰もが参加できる観光

開発においてすべての利害関係者がそれ

ぞれの責任と同時に権利と義務を有する

ことが述べられ、責任ある持続的な観光

を実現するための規範とされた。また、

同機関はこの「Sustainable Tourism」の

意味を、「観光が、現在と未来の経済、社

会、環境に及ぼす影響を十分に考慮し、

観光客、観光産業、環境および地域社会

のニーズに答えること」としている。日

本では、この定義を踏襲したうえで、観

光または観光地が「住んでよし、訪れて

よし」の状態であることを目指す意味と

して用いている（観光庁）。いずれも、社

会、経済、環境の持続可能性を追求する

「観光」の在り方や理念としての方向性を

示すものとなっている。

2－3　観光の「責任」と「役割」に関す

る議論

　観光における「責任（Responsibility）」

という概念が本格的に使われ始めたのは

1998年頃からである。Goodwin（2009）

は、それまでは「Ethical」が使われてい

たが、「倫理」、「道徳」という言葉はどこ

か重たく、また実際何を行動に移すべき

かが不明瞭であることから、小さなこと

でも具体的に実行できるものにするため

に「責任」という表現を用いたと、説明

している（Lim & Leeが2009年に行った

Goodwin とのインタビュー内容より）。

　さらにGoodwin（2011）は、「Responsible 

Tourism」について、「観光を持続可能な

ものにするための責任を意味し、現在の

観光が直面しているさまざまな問題を解

決するために、すべての関係者に対して

何をすべきかを問うもの」であると説明

する。加えて、Responsible Tourism に

は、豊かな文化創造、旅行者と地域住民

間の尊重に基づく関係形成、そして地域

の誇りと信頼の構築などが重要な要素と

して含まれているとしている（表１）。

　観光に関わるすべてのステークホル

ダーの観点からの「責任と役割」につい

ては、1999年に開かれた第13回UNWTO

総 会 で 採 択 さ れ た「Approval of the 

Global Code of Ethics for Tourism」にお

いて、「観光地・旅行者・観光事業者は、

相互の依存的な責任とそれぞれの権利と

義務を明確にすることで、持続可能な観

光発展の目標達成に寄与する」ことが示

されている。

　一方、上述のように観光公害や持続的

な観光における「責任」などについて、

「観光に関わるすべての関係者に問われ

るもの」として議論されているものの、

それぞれの立場においての明確な役割に

関する言及には至っていない。また、観

光公害や責任に関する議論は、観光客
4 4 4

が

主語として語られることが多く、ともす

れば旅行者の消費行動や観光行為にほと

んどの責任があるとの解釈になっている

場合が少なくない。しかしながら、前述

のように、観光公害や観光の持続性に対

する責任と役割は、観光に関わるすべて

のステークホルダーに依拠していること

を再三強調しておきたい（表２）。

2－4　観光の構造的な問題

　観光の構造的な問題がもたらす格差や

不均衡について、ジャーナリストの

Nowicka（2007）は、「グローバル観光企

業が売っているものは、人間の生活であ

り、文化であり、希少資源である」と観

光に関わる企業の無責任さを危惧する。

また、発展途上国や第三世界にもたらさ

れる観光収益のほとんどが、外国の大手

観 光 企 業 に よ っ て 吸 い 上 げ ら れ る

「Leakage」現象が起きており、自国の

人々はわずかな収益のために、多くの「隠

れた費用（Hidden Costs）」の負担を強い

られていると、観光業の不均衡な収益構

造の問題を指摘する。

　一方、今日まで進められてきたマス

ツーリズムにおいては、観光の構造的な

表１　Responsible�Tourism の必要要素

内　容 対　象 期待効果
責　任 経済・環境・社会 負の影響の最小化

発　展 地域の健全な発展
労働条件の改善
地域住民が意思決定に参加
地域住民のための経済的利益を創出

文化創造 文化遺産と自然の保護 世界の多様性の維持に寄与

関係構築 地域住民との交流

旅行者と住民間に尊重
旅行者により楽しい経験を提供
地域に対するより深い理解と文化的感受
地域社会の自負と信頼を醸成

（出所）Goodwin（2011）を参考に筆者再編

表２　持続可能な観光発展のためのステークホルダーの役割

主　体 内　容

旅行者 現地住民や環境に害をきたす行為を行わないよう心がける。
慣習と慣行を尊重し、地域の特性と伝統に調和するように努める。

地域住民
観光事業者

地域を訪れる旅行者をよりよく理解し、彼らを尊重する。
彼らの生活様式や期待を把握するように努める。

（出所）Approval of the Global Code of Ethics for Tourism より筆者作成
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3－2　旅行者の行動と観光公害

　既述しているが、観光地で生ずるさま

ざまな問題は、観光に関わるステークホ

ルダーのそれぞれの立場や利害から議論

しなければならない。またそのためには、

それぞれの立場における一定の明確な役

割の提示が必要となる。ここでいう各々

の役割とは、旅行者の役割に例えていう

ならば「良き観光客」として各々の旅行

者が、そこに住む人々の日常を壊さない

ための努力、または自身の観光消費が地

域社会に直接還元できる消費行動に配慮

することなどを意味する。

　しばしば、観光公害は、引き起こされ

る現象の「結果」として語られることが

多い。例えば、混雑や騒音、ゴミ問題な

どは、観光地（または観光地化された住

宅街）での旅行者の行為によって現れる

結果である。一方では、結果のみならず、

観光公害に至る「過程」にも焦点を当て

る必要がある。例えば、主に企画旅行を

造成・販売する旅行業者が特定の人気地

域へのさらなる集中を助長していること

を、一つの例として挙げることができる。

　一般に、人々は、集中がさまざまな問

題につながる原因になることを認識しな

がらも、特定の目的地を選好する。時間

的・経済的・距離的・機会的なさまざま

な意味において日常を離れる「旅行行為」

の特徴を考慮すれば、止むを得ないこと

かも知れない。ここで、少し議論を広げ

て、旅行者のこのような観光行動につい

て、「消費心理」や「効用」に関する論理

から説明を加えたい。

　佐々木（2007a）は、観光旅行で行う消

費を、「快適さ」や「楽しみ」を得ること

と関連付けて表現している。「快・楽（喜

び・楽しみ）」というのは、人々が旅行を

通じて得ようとする「欲求」に置き換え

ることができよう。つまり、旅行は、各々

に「目的（≒欲求）」があり、その欲求を

満たそうとする消費活動といえる。言い

換えれば、人間の欲求を何らかの代替品

（旅行では代替となる目的地、または観光

資源となる）では満たすことが難しく、

特に前述のようなさまざまな制限の中で

課題は、観光地の開発に関わる問題だけ

ではなく、地域の観光振興を考えるうえ

でも、考慮すべき重要な要素を私たちに

投げかけている。詳述すると、大手旅行

業者を中心とする一部の外部資本が、地

域観光の多くの優位的な地位や利権を得

ることで、観光で派生する利益の多くが

外部に流出しやすくなる構造上の問題で

ある。とりわけ、観光消費が地域社会に

直接的な便益をもたらすか否かの問題

は、旅行業者によって作られる企画旅行

商品（パッケージツアー）の構造が大き

く影響する。一例として、旅行商品の造

成の際に、目的地の観光事業者、関連団

体、住民組織などがパートナーとして多

く関係していれば、より多くの利益が地

域社会に直接的にもたらされる可能性が

高くなる。また既存の企画旅行等の構造

的な問題を解決するためには、地域社会

や地域の観光関連事業者に対する利益配

分を可能にする事業スキームが重要にな

る。しかし、とりわけ海外旅行を取り扱

う旅行業者が旅行商品を造成する際に

は、事実上、そのための仕組みがほとん

ど考慮されてこなかった。また、収益構

造においても、従来の旅行業では、観光

による利益の多くが旅行業者に直接流れ

る構造になっており、地域社会に還元さ

れる仕組みは不完全だったといえよう。

また、このような観光の構造的問題は、

必ずしも旅行業者のみに起因するもので

はなく、観光に関わるさまざまな利害関

係者にその原因を見ることができる。消

費者、観光事業者、観光行政の各々の立

場、あるいはこれらが交わる複合的な視

点から、問題と要因を次のようにまとめ

ることができよう（表３）。

３．観光の弊害に関する議論

3－1　オーバーツーリズム（Overtourism）

の理解

　「オーバーツーリズム」とは、ある特定

の地域に過多な観光客が集中することと、

それによって引き起こされる諸問題を意

味する。これには、例えば、キャリング・

キャパシティ（Carrying Capacity）（６）や

Maximum Tourists などの概念から事象

を説明することができよう。キャリング・

キャパシティについては、UNWTO（1981）

が「訪問者の満足度を著しく低下させるこ

となく、また物理的・経済的・社会文化的

環境を破壊せず、特定の観光目的地を同

時に訪れることができる最大人数」と定義

している。

　しかしながら、ここでいう「Over（過

剰）」とは幾分主観的であり、総括的な意

味として用いられているが、観光目的地

の地元住民、観光事業者、観光客など、

観光に関わる個々の主体のそれぞれの立

場からより明瞭に定義される必要があ

る。なぜなら、各主体においては、「過

剰」、「過多」という状態が、共通の概念

として受け入れられない場合があるから

である。「過剰」というのは、一概に計ら

れる「量」ではなく、各々が感じる状況

や状態によって捉え方が異なる場合があ

ると考えられるからである。むろん、量

的な過剰を否定するものではないが、「個

の領域の侵害」という「質」の側面が存

在することを認識する必要があることを

強調したい。すなわち、観光客の増加、

または個々人の日常への介入によって、

常態に異状をきたす場合である。例えば、

既述のように、日常の生活空間が或る日

突如として観光地化してしまった場合、

過剰な量的な変化がなくても、観光客が

生活空間の一部を脅かしていること自体

が住民にとっては「過剰
4 4

」であり、観光

公害（またはオーバーツーリズム）の一

つになり得るからである。

　旅行者の消費行動と地域社会との間に

生ずる摩擦や対立を、Edward T. Hallの

言葉を借りて、観光による弊害問題の一

つの論点として読み解くことができる。

Hall（1996）は、異なる世界の文化が入

り交ざる生活空間においては、他人が示

す「暗示」（Adumbrations）を正しく読

み取れないことから多くの問題が引き起

こされる、と論じている。また、人々が

起こっていることを「認知」した時には、

すでに後戻りができないほど深い「かか

わり」を持った状況にある、としている。

むろん、同氏の言葉は観光研究とは無縁

のものであるが、今日、観光の進展が引

き起こすさまざまな社会問題と現象、と

りわけ観光客と地域社会との摩擦に至る

までの過程がよく表現されている。観光

とはそもそも他文化の旅行者を受け入れ

るというものであるため、そこには文化

の相違を含め、さまざまな「衝突」が予

示されているかも知れない。量的な過剰

だけではなく、相互の理解の不足（より

厳密にいうと相互の利害に対する不理

解）が「衝突」として現れるのではなか

ろうか。

●●●●●●●●●●
出典：●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●

表３　観光の構造的問題に対する観点

観光の収益構造における問題 観光がもたらす影響の複合的要因

営利と欲求の追求を優先

主に旅行事業者が営利追求の企業目的を優
先したことで、観光の便益が地域社会に直
接的に還元されることがおろそかにされて
きた。

企業としての利益追求の優先に加え、旅行
者もまた旅行に現れる個人の欲求を満たす
ことを優先し、地域社会との対立や衝突な
ど、さまざまな負の影響を引き起こす原因
の一つになっている。

定量重視の観光効果

観光が高い経済効果をもたらすことは否定
できないが、効果の実相に対する分析や仕
組み作りがほとんどなされないまま、「数

（量）」が効果測定の基準となっていた。

数と経済効果を観光の目標に定めているた
め、負の影響に対する対策が不十分である
ことが、オーバーツーリズムにつながって
いるとの指摘もある。

観光の負荷と悪影響の認識不足

観光政策において、観光がもたらす社会・自然などに対する負荷と悪影響などの「負の
コスト」についての考慮がなされてこなかった。同様に、消費者（観光客）や旅行業者
も、地域社会、とりわけ地域住民との共存に関する配慮が不足していたことは否めない。

（出所）筆者作成
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3－2　旅行者の行動と観光公害

　既述しているが、観光地で生ずるさま

ざまな問題は、観光に関わるステークホ

ルダーのそれぞれの立場や利害から議論

しなければならない。またそのためには、

それぞれの立場における一定の明確な役

割の提示が必要となる。ここでいう各々

の役割とは、旅行者の役割に例えていう

ならば「良き観光客」として各々の旅行

者が、そこに住む人々の日常を壊さない

ための努力、または自身の観光消費が地

域社会に直接還元できる消費行動に配慮

することなどを意味する。

　しばしば、観光公害は、引き起こされ

る現象の「結果」として語られることが

多い。例えば、混雑や騒音、ゴミ問題な

どは、観光地（または観光地化された住

宅街）での旅行者の行為によって現れる

結果である。一方では、結果のみならず、

観光公害に至る「過程」にも焦点を当て

る必要がある。例えば、主に企画旅行を

造成・販売する旅行業者が特定の人気地

域へのさらなる集中を助長していること

を、一つの例として挙げることができる。

　一般に、人々は、集中がさまざまな問

題につながる原因になることを認識しな

がらも、特定の目的地を選好する。時間

的・経済的・距離的・機会的なさまざま

な意味において日常を離れる「旅行行為」

の特徴を考慮すれば、止むを得ないこと

かも知れない。ここで、少し議論を広げ

て、旅行者のこのような観光行動につい

て、「消費心理」や「効用」に関する論理

から説明を加えたい。

　佐々木（2007a）は、観光旅行で行う消

費を、「快適さ」や「楽しみ」を得ること

と関連付けて表現している。「快・楽（喜

び・楽しみ）」というのは、人々が旅行を

通じて得ようとする「欲求」に置き換え

ることができよう。つまり、旅行は、各々

に「目的（≒欲求）」があり、その欲求を

満たそうとする消費活動といえる。言い

換えれば、人間の欲求を何らかの代替品

（旅行では代替となる目的地、または観光

資源となる）では満たすことが難しく、

特に前述のようなさまざまな制限の中で

行われる「旅行」においては、ある種の

「希少性」に対する消費願望が強く働くか

らではないだろうか。

　また、旅行においては、消費の対象の

一つが「場所」になるため、場所を選ぶ

プロセスに影響する要素についても考え

る必要がある。宮原ら（2001）によれば、

複数の中から目的地を選ぶ意思決定のプ

ロセスにおいては、目的・目標の達成に

関係する「主観的効用」と、時間・距離・

費用にかかわる「主観的確率」が影響す

る。目的地選択においては、これらの両

者を最大にする「最大効用度」が高い方

を選ぶとされる。加えて、特定の目的地

を体験することが、人々の旅行目的の一

つであると考えることができる。混雑を

認知しながらも、特定の目的地を目指す

旅行者の心理は、おそらく、この「欲求」

または「効用」の最大化、すなわち「目

的達成」に作用されるものとして説明で

きよう。

　したがって、人々は、過剰による自他

への影響、またはその代償を認知のうえ

で、目的（欲求）を満たそうとするので

ある。それに加えて、特定の目的地への

固執には、旅行における欲求だけではな

く、前述の時間的・金銭的な制限などの

現代社会の中で旅行が持つ特殊な状況に

も起因すると考えられる。このようなこ

とから、旅行では「代替」によって欲求

を充足すること、ないしはそのための自

発的な意思決定に仕向けることは、極め

て困難といえる。

　さらに佐々木（2007b）は、旅行行動

を問う際の重要な観点として、観光地の

一般住民や観光事業者の行動をも、観光

旅行の心理学の問題意識に取り入れて議

論する必要があるとしている。その問い

は、観光による影響は規模や対象が多様

であり、そのため、地域住民にとっては

プラスではなくマイナスに働くものも多

いとの考え方である。このことは、観光

の影響に対する多様な観点の必要性を強

調するものであり、観光公害の隠れた次

元に対する重要な問いかけとなる。

3－3　現象に対する関係者の見地と取組

にみる「責任」

　日本有数の観光地であり、同時に深刻

なオーバーツーリズムとして知られる京

都の対策から、「観光公害」と「責任」に

関する一般的に認知される課題を伺い知

ることができる。これまで京都市が行っ

てきたオーバーツーリズムの対策は、大

きく二つに分けることができる。一つは、

観光客の「分散」であり、もう一つは「マ

ナー啓発」である（表４）。

　かつて、「ニューバーバリアン」と呼ば

れ、世界で冷笑された日本人が今や世界

トップクラスの「行儀の良い」観光客と

して歓迎されるようになった（Expedia 

Best Tourist Index 2009）。マナーの問題

は、旅行の成熟度と関係し、一定の時間

と経験によって解決される場合もあるも

のの、簡単に「啓発」されるものではな

かろう。なぜなら、マナーとは、個人の

価値観や教養水準など、旅行者自身に大

きく依拠するものであり、良き旅行者に

なることを問いかけるだけで簡単に変わ

るものではないからである。また、特定

地域への集中による観光公害の解消の議

論に度々登場する「分散」であるが、規

制や物理的な措置によっては一定の効果

が期待できるかも知れない。しかしなが

ら、前節で述べたように、代替品（観光

では代替場所など）によって満足を得る

ことは困難であると考えられ、とりわけ

旅行者自身の意思にゆだねる分散の手法

は極めて限定的と言わざるを得ない。し

たがって、これら啓発や分散を誘導する

対策の内容や効果についてはもう少し明

確な調査分析が必要であるが、いずれの

方策も実効的な措置にはつながりにくい

ことは否定できない。

　ここで、旅行者の責任のあり方につい

て、観光地における「食べ歩き」に関す

る調査（７）をもとに簡単に論じる。そもそ

も食べ歩きが問題視される論拠について

疑問を呈する見方もあろう。なぜなら、

食べ歩きとは、旅行者にとっては観光の

消費行動の一つであり、観光地において

もその行為自体が観光資源の一つとして

る。なぜなら、各主体においては、「過

剰」、「過多」という状態が、共通の概念

として受け入れられない場合があるから

である。「過剰」というのは、一概に計ら

れる「量」ではなく、各々が感じる状況

や状態によって捉え方が異なる場合があ

ると考えられるからである。むろん、量

的な過剰を否定するものではないが、「個

の領域の侵害」という「質」の側面が存

在することを認識する必要があることを

強調したい。すなわち、観光客の増加、

または個々人の日常への介入によって、

常態に異状をきたす場合である。例えば、

既述のように、日常の生活空間が或る日

突如として観光地化してしまった場合、

過剰な量的な変化がなくても、観光客が

生活空間の一部を脅かしていること自体

が住民にとっては「過剰
4 4

」であり、観光

公害（またはオーバーツーリズム）の一

つになり得るからである。

　旅行者の消費行動と地域社会との間に

生ずる摩擦や対立を、Edward T. Hallの

言葉を借りて、観光による弊害問題の一

つの論点として読み解くことができる。

Hall（1996）は、異なる世界の文化が入

り交ざる生活空間においては、他人が示

す「暗示」（Adumbrations）を正しく読

み取れないことから多くの問題が引き起

こされる、と論じている。また、人々が

起こっていることを「認知」した時には、

すでに後戻りができないほど深い「かか

わり」を持った状況にある、としている。

むろん、同氏の言葉は観光研究とは無縁

のものであるが、今日、観光の進展が引

き起こすさまざまな社会問題と現象、と

りわけ観光客と地域社会との摩擦に至る

までの過程がよく表現されている。観光

とはそもそも他文化の旅行者を受け入れ

るというものであるため、そこには文化

の相違を含め、さまざまな「衝突」が予

示されているかも知れない。量的な過剰

だけではなく、相互の理解の不足（より

厳密にいうと相互の利害に対する不理

解）が「衝突」として現れるのではなか

ろうか。
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り、多くの研究において、旅行者の消費

行動に責任の焦点が当てられており、旅

行業者や地域住民に対する議論はそれほ

ど多くなされていない。名実ともに観光

先進国であるヨーロッパの場合、人々の

「公正な」観光を促し、旅行業者の役割を

重視する取り組みを行っている事業者も

存在する。他方、旅行者が旅行業者の力

を借りずに移動と滞在、観光が容易にで

きる域内観光が多く、その場合は、旅行

業者と旅行者がそれほど深い「かかわり」

を持たないため、旅行業者が旅行者の目

的地選択や旅行行動にほとんど影響力を

持たないケースも少なくない。半面、ア

ジア地域の国際観光においては旅行業者

の役割は大きく、日本のインバウンドも

例外ではない。この場合、旅行業者にも、

観光における責任や倫理観といったもの

が強く求められる必要がある。なぜなら、

旅行者と目的地を結びつける仲介役であ

る旅行業者に、観光公害の軽減や持続可

能な観光に少なからず課題解決の糸口を

探ることができるからである。

　最後に、一つ明確に言えることは、観

光に起因する社会問題を改善するために

は、観光に関わる各々の主体、またはそ

れらの複合的な観点から問題点を見出す

必要がある。つまり、関係者のそれぞれ

の立場において解釈を加えることが重要

である。これまでの観光は、観光の産業

化・商品化に伴い、人より利益が重視さ

れてきたことはあながち否定できない。

しかしながら、観光に問われる責任にお

いては個々の意識に委ねられる部分が多

く、一定の強制力が伴わない中での効用

にはさらなる工夫が必要になる。

注

（１） 本研究では、「観光公害」、「オーバー

ツーリズム」などの表記を併用してい

る。一般的にオーバーツーリズムは「数

（量）」で測られる定義として用いられ

ることが多いが、本研究の議論上、数

や量に限らず観光に起因する地域社会

の問題を総体的に捉える意味、すなわ

提供される場合もあり、それぞれの立場

によって見解が異なるものであるから

だ。筆者もその行為自体を「悪」として

捉えるわけではなく、食べ歩きがゴミ問

題などの観光公害の原因の一つになる場

合があることを指摘しておきたい。

　まず、「食べ歩き」が観光地にもたらす

影響とその対処プロセスから各々のス

テークホルダーの責任の所在について、

地域行政の対策事例から説明しよう。食

べ歩きに対する対策として鎌倉市は「条

例」を設け、京都市の場合は行動基準に

より「啓発」の方法を取り入れている（井

上 2021）。これらの両者には大きな違い

があり、前者には「強制」による禁止の

意味を持つ「条例」である反面、後者は

「啓発」による自主にゆだねられている点

である。また、「食べ歩き」の結果として

発生するゴミ問題に関しては、両市とも

に事業者の責任において自律的な対応を

求めている。小江戸と称され人気を集め

ている川越の場合は、これらの地域とは

対照的に、いずれの方法も取られていな

い。この地域においては、近頃、食べ歩

きによる観光宣伝と食べ歩きを憂慮する

声が同時に進んでいる。調査の結果、明

確な対策は取られていないものの、食べ

歩きを危惧する意見は多かった。ただ、

特筆すべき現象としては、観光に関わる

「立場」によって意見の隔たりや賛否の相

違が見受けられたことである（８）。このこ

とから、食べ歩きが地域の共通の問題と

して認識されていない。または立場の違

いから食べ歩きを問題として取り上げる

ことに懐疑的である。または問題視する

ことを避けている、などの状態が考えら

れる。あるいは、そもそも「食べ歩き」

の行為が、観光に関わる当事者らには、

それほど深刻な問題として認知されてい

ないかも知れない。

　いずれにせよ、食べ歩きを含む観光に

よって引き起こされる諸問題は、観光の

現代的現象の一つであり、またすべての

ステークホルダーに関係するものとして

認識される必要がある。とりわけ、観光

消費の供給者である観光事業者は、地域

に及ぼされる影響に対してより中長期的

な視点で、地域社会に起きている諸現象

を把握し対応していかなければならな

い。事業者の本拠に関わらず、地域社会

の一員としての帰属意識を持つことで、

持続可能な観光まちづくりの実現を可能

にする「責任」を果たすことが可能にな

る。

４．おわりに

　自らの行動がもたらす結果に鑑みなが

ら、良識ある観光客でありたいと心がけ

る旅行者は多い。しかしながら、本研究

で論じてきたように「観光」という特殊

な消費行動において、観光弊害の対策を

旅行者の価値観や倫理観に訴えるのは幾

分危険な思考であることだ。「観光公害」

を減らし、「責任」ある観光を通じて、「持

続」可能な観光を可能にするためには、

次のような観光に対する思考の変化が必

要になろう。

　まず、観光に示される効果や指標に対

する考え方の変化である。すなわち、「数

（量）」で示される従来の効果の指標から、

「質」で語られる効用の指標への変化であ

る。これまで、観光による便益の実相や

弊害については、具体的に示されること

は少なく、効果の定量的な分析のみが優

先的に示されるきらいがあった。言い換

えれば、観光がもたらす将来的な問題が、

定量的な目標達成の議論に押され、議論

の俎上に挙げられることが少なかった。

むろん、議論がなかったわけではないが、

質の意味や定義が抽象的か、または歪曲

された意味として使われている場合があ

る。「富裕層」という表現を借りて説明し

よう。しばしば、質の議論に富裕層の議

論が登場する。「富裕層≒質」の考え方は

極めて難儀であり、また「質」の基準が

消費の金銭的な基準として語られること

は乱暴な発想であると言わざるを得な

い。なぜなら、今日求められている観光

の「質」は、地域社会によって観光が営

まれ、持続的な観光力を育み、観光がも

たらす便益が地域社会を豊かにする、こ

れらを可能にする枠組みが形成されるこ

とで実現できるからである。

　次に、今日の「良き観光」に関する議

論の再考である。「責任ある観光」、「倫理

的観光」、「観光公害」などを語るうえで

最も大きな齟齬の一つが、限定的、また

は偏重的な了見による問題である。つま

●●●●●●●●●●
出典：●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●

表４　京都のオーバーツーリズム対策

分散（時間・場所の分散）

事業名 内容

・観光快適度チェック 時期・時間・場所の分散化
・観光コンシェルジュ
・Japan Trip Planner
・とっておきの京都プロジェクト
・朝観光・夜観光
・夜もみじデジタルスタンプラリー
・琵琶湖疎水船

マナー啓発

事業名 内容

・AKIMAHEN of Kyoto Tripadvisor にマナー等を掲載
・ENJOY RESPECT KYOTO ステッカー配布

・ 祇園町南側地区における観光客へのマ
ナー周知・啓発事業

・スマートフォン等へのプッシュ通知
・ 巡視員による多言語での啓発・指導
　（英語又は中国語対応）
・監視カメラ周知ポスター掲示

・ 「市民生活との調和を最重要視した持続可
能な観光都市」の実現に向けた基本指針
と具体的方策

混雑・宿泊施設急増・観光客マナーに関す
る対応

（出所）京都市観光協会 HP 等を参考に筆者作成
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り、多くの研究において、旅行者の消費

行動に責任の焦点が当てられており、旅

行業者や地域住民に対する議論はそれほ

ど多くなされていない。名実ともに観光

先進国であるヨーロッパの場合、人々の

「公正な」観光を促し、旅行業者の役割を

重視する取り組みを行っている事業者も

存在する。他方、旅行者が旅行業者の力

を借りずに移動と滞在、観光が容易にで

きる域内観光が多く、その場合は、旅行

業者と旅行者がそれほど深い「かかわり」

を持たないため、旅行業者が旅行者の目

的地選択や旅行行動にほとんど影響力を

持たないケースも少なくない。半面、ア

ジア地域の国際観光においては旅行業者

の役割は大きく、日本のインバウンドも

例外ではない。この場合、旅行業者にも、

観光における責任や倫理観といったもの

が強く求められる必要がある。なぜなら、

旅行者と目的地を結びつける仲介役であ

る旅行業者に、観光公害の軽減や持続可

能な観光に少なからず課題解決の糸口を

探ることができるからである。

　最後に、一つ明確に言えることは、観

光に起因する社会問題を改善するために

は、観光に関わる各々の主体、またはそ

れらの複合的な観点から問題点を見出す

必要がある。つまり、関係者のそれぞれ

の立場において解釈を加えることが重要

である。これまでの観光は、観光の産業

化・商品化に伴い、人より利益が重視さ

れてきたことはあながち否定できない。

しかしながら、観光に問われる責任にお

いては個々の意識に委ねられる部分が多

く、一定の強制力が伴わない中での効用

にはさらなる工夫が必要になる。

注

（１） 本研究では、「観光公害」、「オーバー

ツーリズム」などの表記を併用してい

る。一般的にオーバーツーリズムは「数

（量）」で測られる定義として用いられ

ることが多いが、本研究の議論上、数

や量に限らず観光に起因する地域社会

の問題を総体的に捉える意味、すなわ

ち観光公害と同義語として表現してい

る。
（２） 「便益」とは、経済的な利益だけではな

く、観光によってもたらされる利益を

包括的に捉えるものとして、本論文で

用いている。
（３） 拙論では、主に旅行事業を営む一般的

に旅行会社といわれる事業を「旅行業」

「旅行業者」または「旅行事業者」と

し、観光に関わるその他の事業を「観

光事業」または「観光事業者」と、区

分して用いている。
（４） 「共生」「共存」とは、さまざまな分野

で、いくつかの定義で用いられている

表現であるが、ヘレナ・ノーバグ・ホ

ッジの著書（「懐かしい未来 ― ラダッ

クから学ぶ」）の中に、「ラダックの人

びとにとって優先すべき問題は、共存

するということのようで、何がしかの

金を稼ぐよりも、隣人と良い関係を保

つことのほうが、より重要なのであ

る。」（p.87）、と記されている。これを

観光に置き換えると、隣人とは、地域

住民間、観光客間、地域住民と観光客、

などの関係として表現することがで

き、共存と持続的な観光のためには重

要な考え方の一つであるといえる。
（５） 心理的な影響とは、地域社会の近代化

や有名になることでもたらす経済的恩

恵によって、人々の思考が拝金的に変

化し、上記注（４）の「何がしかの金

を稼ぐ」に表れるように、競争や稼ぐ

ことを優先しようとする心理的な変化

をも意味するものである。
（６） 「Carrying Capacity」とは、日本語で

はキャリング・キャパシティと表記さ

れ、観光で用いられる場合は「観光受

容力」と訳されるが、「Overtourism」

の定義や考えうる原因からは、自然と

人を含む観光に関わる全体的な「環境

受容力」と、より広い範囲の適用が適

切であろう。
（７） 「食べ歩き」に関する調査は、筆者が所

属している「日本国際観光学会オー

バーツーリズム研究部会」が、2021年

７月に埼玉県川越市の商店街関係者を

対象に行ったアンケート調査の結果を

援用している。また、調査結果につい

ては、井上（2021）が『日本国際観光

学会自由論集』Vol.5において、やや異

なる観点から詳述しているので参照さ

れたし。
（８） 調査において、「川越市が食べ歩きのま

ちとして紹介されること」に対する意

見を記述式で回答してもらったとこ

ろ、25の回答があり、うち「悪い」が

11、「良い」が７、「どちらでもない」

が７、であった。
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４．おわりに

　自らの行動がもたらす結果に鑑みなが

ら、良識ある観光客でありたいと心がけ

る旅行者は多い。しかしながら、本研究

で論じてきたように「観光」という特殊

な消費行動において、観光弊害の対策を

旅行者の価値観や倫理観に訴えるのは幾

分危険な思考であることだ。「観光公害」

を減らし、「責任」ある観光を通じて、「持

続」可能な観光を可能にするためには、

次のような観光に対する思考の変化が必

要になろう。

　まず、観光に示される効果や指標に対

する考え方の変化である。すなわち、「数

（量）」で示される従来の効果の指標から、

「質」で語られる効用の指標への変化であ

る。これまで、観光による便益の実相や

弊害については、具体的に示されること

は少なく、効果の定量的な分析のみが優

先的に示されるきらいがあった。言い換

えれば、観光がもたらす将来的な問題が、

定量的な目標達成の議論に押され、議論

の俎上に挙げられることが少なかった。

むろん、議論がなかったわけではないが、

質の意味や定義が抽象的か、または歪曲

された意味として使われている場合があ

る。「富裕層」という表現を借りて説明し

よう。しばしば、質の議論に富裕層の議

論が登場する。「富裕層≒質」の考え方は

極めて難儀であり、また「質」の基準が

消費の金銭的な基準として語られること

は乱暴な発想であると言わざるを得な

い。なぜなら、今日求められている観光

の「質」は、地域社会によって観光が営

まれ、持続的な観光力を育み、観光がも

たらす便益が地域社会を豊かにする、こ

れらを可能にする枠組みが形成されるこ

とで実現できるからである。

　次に、今日の「良き観光」に関する議

論の再考である。「責任ある観光」、「倫理

的観光」、「観光公害」などを語るうえで

最も大きな齟齬の一つが、限定的、また

は偏重的な了見による問題である。つま
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１．はじめに（研究の背景、目的、研究

の方法）

　観光庁は2014年（平成26年）度事業報

告書において、ユニバーサルツーリズム

を、「すべての人が楽しめるよう創られ

た旅行であり、高齢や障がい等の有無に

かかわらず、誰もが気兼ねなく参加でき

る旅行を目指している」と定義しその普

及・促進を図っている。その対象者は、

高齢者や障害のある人だけではなく、旅

行をする上で何らかの不自由さを抱え

る妊産婦や乳幼児連れ、並びに言語や習

慣の違いを持つ外国人などハードのみ

ならずソフトのバリアを感じているす

べての人たちである（１）。また、東京都は、

アクセシブルツーリズム推進のために

様々な事業に取り組んでいる。アクセシ

ブルツーリズムとは、「ユニバーサルな

形でデザインされた旅行商品やサービ

ス、環境を提供することで、運動、視覚、

In “Inclusive tourism development （2017）,” Scheyvens & Biddulph define inclusive tourism as “transformative tourism in which 

marginalized groups are engaged in ethical production or consumption of tourism and the sharing of its benefits.” They explain 

this concept as being made up of seven elements.

This paper examines this concept, applies its definition, and proposes a new concept of the definition of universal tourism that 

targets mainly those with disabilities, or “tourism that can be enjoyed by all people, with the aim of all people being able to 

participate without hesitation, regardless of age or disability.” The research method consists of a case verification where persons 

with disabilities and those without disabilities “travel together,” and demonstrates that the participation method and tour 

contract template are relevant. This paper proposes to interpret and understand the definition of universal tourism as “with all 

people,” rather than “by all people.” In addition, the paper proposes being conscious of this one-word change, and practicing the 

concept of “traveling together.” By doing so, the hope is to transform the world through tourism.

キーワード： アクセシブルツーリズム、インクル・ソリューションズ社、障害の社会モデル、「共に」の理念、合理的配慮、募集型

企画旅行

Keyword： Accessible tourism, Inclu solutions, Social model of disability, Together philosophy, Reasonable Accommodation, 

Recruitment type planned tours.
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インクルーシブツーリズムの概念を含む、
ユニバーサルツーリズムの更なる概念提示
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